
近畿地方整備局令和４年度の活動報告 【大阪市】

活
動
報
告

● 令和3年に平成27年の水防法改正に合わせた水害ハザードマップを新しく作成し、その中に、マイタ
イムライン作成フォームおよび水害（大雨・高潮）に対する避難行動フローを掲載しました。

● 令和４年には、令和３年の水防法改正に伴い、令和４年２月に大阪府から中小河川※の浸水想定が
公表されたため、中小河川の浸水想定区域図を水害ハザードマップに追加し、日本語版と翻訳（英
語、中国語、韓国・朝鮮語）版を作成し、HPに掲載しました。

令和３年度
○ 水害ハザードマップ印刷（５月～７月）
○ HPの更新（7月16日）
○ 市役所・各区役所・大阪市サービスカウンター
などで、配架（7月16日～）

○ 全戸配布（7月16日～８月31日）

令和４年度
○ 中小河川※の浸水想定区域図を水害ハザード
マップに追加（５月～）

○ 市役所・各区役所・大阪市サービスカウンター
などで、配架（５月～）

（令和３年作成） （更新版）

■ハザードマップ作成・周知

※中小河川：大阪市域を流れる大阪府が管理する洪水
予報河川、水位周知河川以外の河川
・旧淀川流域等の河川（大川・堂島川・安治川、土佐
堀川、木津川、尻無川）
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近畿地方整備局

■要配慮者利用施設における避難計画の作成等【避難確保計画の策定】

● 避難確保計画の作成提出施設数の向上に向け、専任職員を雇用し、未提出施設に対し、個別相談や助
言・督促を電話で直接行い、且つ、市ＨＰにおいて、計画作成方法の支援ツールとして、ひな形等を掲載
の上、作成方法の解説動画も公開する。

● 未提出施設には施設名の公表を行う旨の「通告書」を送付し、期限内に全ての対象施設から計画を受理。

活動の効果

ならびに

今後の課題

【効果】
l 未提出施設毎に個別アプローチを行い、計画作成の意図と作成方法を理解していただくことで、提出数の

向上につながった。

【課題】
l 本市においては要配慮者利用施設の数が多く、その開廃も頻繁にあることから、避難確保計画の作成・提

出が必要となる施設の指定更新を定期的に行っていく必要がある。

■ 取組事例・成果

p 令和４年４月に大阪市地域防災計画に位置付けられ
た大阪市域内の全対象施設（6,435施設） に対する
作成済み施設数

Ｒ５年３月末 6,435施設（100％）

p 専任人員による施設への個別相談や助言・督促を電
話で直接行う等、きめ細やかな支援・対応を実施（随
時）

p 令和４年４月に大阪市地域防災計画に位置付けられ
た大阪市域内の全対象施設（6,435施設） に対する
作成済み施設数

Ｒ５年３月末 6,435施設（100％）

p 専任人員による施設への個別相談や助言・督促を電
話で直接行う等、きめ細やかな支援・対応を実施（随
時）

活
動
報
告

令和４年度の活動報告 【大阪市】 資料8-2



• 防災マップの更新＆コミュニティタイムラインの作成を行うもの

• 予算については都市整備推進センターの助成金制度を活用（密集市街地ま
ちづくり活動支援制度：3年間で50万円までの補助）

• 防災マップについては池田土木事務所が主導となり作成、コミュニティタイム
ラインについては「一般社団法人ADI災害研究所」より講師を招き作成

【コミュニティタイムラインについて（野田校区）】

NO 内容 日にち

① 防災講義 済：令和4年10月4日
② 防災マップを基にまち歩き 済：令和4年11月26日
③ 地区のリスクや対策について議論・整理・

マップの完成
済：令和5年2月8日

④ コミュニティタイムラインの作成（グループ
ワーク）

済：令和5年3月9日

⑤ 地域で完成した防災マップの印刷・回覧・
掲示を実施

令和5年度以降

【スケジュール】

♦概要

コミュニティタイムラインの作成 豊中市被害対象を減少させるための対策

1
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【豊中市個別避難計画実施状況】

• 令和５年度～実施内容（予定）
【実施内容】❶ 計画作成対象者の要件確定、及び対象者の抽出（避難行動要支援者名簿から）

❷対象者への同意確認（作成した計画を地域に提供するための同意）

❸市内７圏域における実地訓練（令和４年度の２校区から７校区に増やすことで全市展開を視野に入れる）

• 令和４年度実施内容
【実施内容】❶ モデル校区（北丘校区・野田校区の２校区）選定し、モデル対象者（4事例）の計画作成

❷福祉専門職(介護支援専門員等)や地域団体向けの啓発（研修会）を実施

❸対象者の計画作成～避難訓練を実施

【スケジュール】

災害時個別避難計画推進事業（内閣府モデル事業） 豊中市被害対象を減少させるための対策

2
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危機管理センター設置 及び 広域避難連携の取り組み （吹田市）被害対象を減少させるための対策

市は令和４年5月19日、摂津市及び株式会社ビバホームの三者間で『災害時の緊急避難等についての協力に関する協定』を締結しました。
本協定は、市及び摂津市で災害が発生し、または発生するおそれがある場合の緊急避難場所としてスーパービバホーム吹田千里丘店の
駐車場及び物資の提供等について定め、市民等の円滑な避難を図ることを目的としています。

（令和５年４月 本格稼働）吹⽥市危機管理センター設置により、災害対策機能のワンフロア・常設化取組内容

摂津市を含む広域避難連携の取り組み取組内容
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大阪府河川防災情報のリニューアル

大雨の際に府⺠の皆さんが躊躇なく避難⾏動をとれるように、⾬量、河川水位や河川カメラ画像などの河川防災情報を
公開しています。（英語対応）
☞ https://www.osaka-kasen-portal.net/suibou/public/ja/gis.html

パソコン画面 スマホ画面

令和４年12月～ ホームページを大幅リニューアル

これまで閲覧できた⽔位、⾬量、貯留施設（ダム等）状況に加え、新たに
洪水リスク表示図、土砂災害警戒区域、土砂災害の防災情報
降⽔ナウキャスト、水門・鉄扉等施設の開閉状況、開設避難所情報
が同一画面上で閲覧可能に︕

新ホームページの改良点①
～閲覧可能情報の追加～

スマホ専用画面を新たに作成
スマホの位置情報から自分の位置、周囲の河川状況、
開設された避難所の位置が一目で分かる︕

新ホームページの改良点②
～スマートフォンに対応～

水位情報の提供を10分⇒１分間隔に短縮
リアルタイムで⽔位が確認できる︕

新ホームページの改良点③
～リアルタイム化～

水位情報閲覧画面

開設された避難所

水位観測所（色で
警戒レベルを表示）

10分間で
約１ｍも
水位上昇

河川の防災情報を提供するHPをリニューアルし、避難や水防活動に資する情報提供を充実化取組内容

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策 大阪府 資料8-6
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大阪府域 流域治水プロジェクト【グリーンインフラ】
～880万人の暮らしを守る「防ぐ」「逃げる」「凌ぐ」を組み合わせた流域治水の推進～

●グリーンインフラの取り組み

○寝屋川流域では、下水道整備の進捗等により、昭和50年以前の劣悪な
水質が改善し、平成27年以降は全ての環境基準点で環境基準を満たして
います。
○淀川水系田尻川や芥川などでは、多様な生物に配慮した多自然川づく
りを進めています。
○水都大阪の再生やかわまちづくり事業など、河川区間を活かした賑わ
いを創出していきます。
このような、自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの
取組を推進していきます。

【全域に係る取組】
・アドプト・リバー・プログラムによる美化活動
・地域のニーズを踏まえた賑わいのある水辺空間創出への連携・支援

●自然環境の保全・復元などの自然再生
・ダム建設に伴う現地植生回復

●治水対策における多自然川づくり
・上下流の連続性確保に向けた魚道の整備
・現地発生材を活用したみお筋の整備

●自然環境が有する多様な機能活用の取組み
・小中学校、水辺の学校等との河川環境学習
・自治体・住民・企業との協力による河川美化活動
・寝屋川流域協議会の連携による水環境改善の取組み
・花木や紅葉の美しい樹木の植樹による景観資源の創出

みお筋等を工夫し
た整備（田尻川）

水制工

水環境改善のため
の底泥の浚渫
（寝屋川流域）

ひつじによる除草
（松尾川）

アドプト・リバー・プログラム
による河川美化活動

水辺の学校による
河川環境学習

魚道整備（西除川）

現地埋土種子を
による法面緑化
（安威川ダム）

●魅力ある水辺空間・賑わいの創出
・水の都を取り戻す水都大阪の再生
・自然環境と周辺の歴史的資源を活かしたかわまちづくり

かわまちづくり
（樫井川）

親水護岸整備
（寝屋川）

ワンドの整備
（近木川）

魚道整備
（芥川）

水都大阪の再生
大川ふれあいの水辺

かわまちづくり
（箕面川）

生
駒
山
系
グ
リー

ン
ベ
ル
ト 生駒山系花屏風構想

大阪府
参考資料



令和５年度版大阪府水防計画 改定の概要

【本編】

Ø 治水ダムの防災情報に関する記載追加 （第５章第９節）

○治水ダム（安威川ダム、箕面川ダム、狭山池ダム）に関する、事前放流や緊急放流など

の防災情報の内容及び連絡系統図等を記載。

Ø 国の洪水予報発表基準変更に伴う修正 （第５章第１節、同第３節）

○氾濫危険情報の発表基準について、従来の氾濫危険水位到達時における発表に加え、

急激な水位上昇により同水位を超えると見込まれる場合にも発表される旨を記載。

Ø 大阪府管理河川における洪水浸水想定区域の指定追加（第１７章第１節）

○大阪府管理の洪水予報河川及び水位周知河川以外の河川（その他河川）における

洪水浸水想定区域の新たな指定状況を反映。

Ø 各機関の組織変更や改称、連絡系統図等の修正 （第５章第７節ほか）

○市町村や関係機関等の組織名や連絡先、連絡系統図等を最新の情報に修正。

資料９



令和５年度版大阪府水防計画 改定の概要

【資料編】

Ø 治水ダムに関する操作規則、操作細則、事前放流実施要領等の追加、一部修正

○ダム完成（予定）に伴う安威川ダムの操作規則 （案）、操作細則（案）の追加。

○国通知「ダム放流による通知、情報提供の具体的措置（案）」等を踏まえた

・箕面川ダム、狭山池ダムの操作細則及び工事中における安威川ダム操作運用

の一部修正。

・事前放流実施要領、防災情報に関する通知様式の追加。



水防法改正に伴う洪水浸水想定区域の指定拡大について 河川室 河川整備課 計画グループ

Ø 平成17年度〜 [水防法に基づく取組]
・洪水予報、水位周知河川＜39河川＞の浸水想定区域の公表・指定（1/100）

Ø 平成22〜24年度 [府管理河川のリスク周知]・・・リスク情報空白地帯は解消
・全154河川の洪水リスク表示図を公表（1/10、1/30、1/100、1/200）

Ø 平成27年度 [水防法改正に伴う想定最大規模リスクの追加]
〜令和３年度 [水防法改正に伴う区域指定対象河川の拡大]
・全154河川の浸水想定区域図の作成（1/100、L2）及び洪⽔リスク表⽰図の更新
（1/10、1/30、1/100、L2 ）
・洪水予報、水位周知河川＜39河川＞及びその他河川＜6河川＞について浸水想定
区域の指定（1/100、L2）

■大阪府のこれまでの取組

■洪水浸水想定区域指定の概要
水防法に基づき国土交通大臣または都道府県知事が洪水浸水想定区域を指定することにより、
以下が義務化となる
Ø市町村による避難体制の構築（ハザードマップの作成・配布、地域防災計画への洪水に関
する情報の伝達⽅法や要配慮者利⽤施設の名称・所在地等の記載 など）
Ø不動産取引時における洪水リスクの説明

■大阪府の方針
【基本方針】
令和６年度出⽔期を⽬途に、全ての府管理河川を対象として洪⽔浸⽔想定区域の指定完了を⽬指す。
（国の⽅針は令和7年度までに指定完了）

【リスク周知】
l 市町村が作成するハザードマップによる住⺠等への周知 ≪避難≫ 
l 宅地建物取引業者、各市町村農業委員会、開発許認可部局への周知 ≪⼟地利⽤≫ 
l 府HP、国HP（かさねるﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ、浸⽔ナ流）における公表や、流域治⽔の取組（タイムライン、要配
慮者利⽤施設の避難確保計画作成）等のあらゆる機会を捉えて洪⽔リスクを周知

近年、これまで⽔防法に基づき洪⽔浸⽔想定区域を指定することとされていた河川以外の、
⽔害リスク情報の空⽩域で多くの浸⽔被害が発⽣。円滑かつ迅速な避難等のための適切な
洪水浸水リスク情報の提供が全国的な課題となっている。
このような背景から令和３年7月に水防法が改正され、洪水浸水想定区域の指定対象が

追加された。

■水防法改正の背景と概要

• 洪水予報河川
• 水位周知河川
• 洪水予報河川
• 水位周知河川

（従来の対象河川） （法改正による対象河川の追加）
• 防御対象※1があり、水位等の情報※2が入手可能な河川
• 特定都市河川
• 防御対象※1があり、水位等の情報※2が入手可能な河川
• 特定都市河川

対象の拡大

対象外

対象外洪水浸水想定区域

×

洪水予報河川
or
水位周知河川

×

×

洪水浸水想定区域

× ×

洪水予報河川
or
水位周知河川

追加×
追加

新たに対象

新たに対象

※1 住宅、要配慮者利⽤施設、避難者が居住・滞在する建築物、避難施設、避難路、その他避難に供する施設
※2 河川管理者が取得する⽔位情報のほか、気象庁が発表する⾬量や洪⽔に関する情報（キキクル）

【区域指定の進め方】
●指定範囲の設定
・浸⽔想定と防御対象を重ね合わせた上で、リスク情報空⽩域が発⽣しないよう、⼈家や道路等の避
難時に使⽤する施設が含まれる範囲を漏れなく設定

↓ ↓ ↓  
○水位情報等の取得の準備
・水位計があるが水位が未設定（28河川）⇒避難情報のトリガーとなる水位の設定
・水位等の情報がない河川（18河川）⇒キキクルの対象河川拡大（気象台と調整し、令和6年6月頃

に拡大予定）

l 準備の整った河川から洪水浸水想定区域の指定

・水位計有、水位
設定済︓23河川

・ｷｷｸﾙのみ有︓22河川
・浸水なし︓15河川

・⽔位計無、ｷｷｸﾙ無︓
18河川 区域指定

・水位計有、水位
未設定︓28河川

・浸⽔なし︓3河川

洪水予報河川
水位周知河川

のその他区間 25河川

R６年度R５年度

6月頃 キキクル追加

区域指定

市町村説明
⇒区域指定手続

区域指定

水位設定、市町村調整

区域指定手続き

区域指定

【指定スケジュール】

キキクル追加申請⇒気象庁によるモデル構築等作業

R４年度

そ
の
他
河
川

91
河
川

市町村説明
⇒区域指定手続

指定(予定)
年度

河川
数 分 類

〜R3 45 ●洪水予報・水位周知河川 (39)
●その他河川 (6)

R4 60
●水位計があり水位設定済 (23)
●キキクルのみあり (22)
●想定最⼤規模降⾬で浸⽔なし (15)
（洪水予報・水位周知河川の残区間指定 (25)）

R5 31 ●水位計があるが水位未設定 (28)
●想定最⼤規模降⾬で浸⽔なし (3)

R6 18 ●水位計、キキクルともになし (18)

合計 154

市町村説明
⇒区域指定手続

水位情報等の拡充について検討

資料１０
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（単位:箇所）

Ｒ４点検結果 Ｒ３点検結果 増減

正蓮寺川 22 12 10

六軒家川 0 0 0

旧淀（大）川 1 0 1

旧淀（堂島）川 11 3 8

旧淀（安治）川 83 83 0

土佐堀川 33 36 -3

木津川 66 66

尻無川 25 25

神崎川 154 92 62

西島川 26 26 0

中島川 15 15

左門殿川 11 10 1

布屋海岸 1 1 0

合計 448 263 185

Ｒ３年度河川巡視点検について

西大阪治水事務所 Ｒ４河川巡視点検結果

 木津川、尻無川、中島川および神崎川の一部については、Ｒ３年度河川
カルテ作成業務において別途点検を実施したため、河川巡視点検の対象か
ら除外した。

資料13－１



増減
19
16
24
10
9
8
1

87
0

寝屋川水系改修工営所 R４河川巡視点検結果

寝屋川
第二寝屋川
平野川

57
106

（単位：箇所）

59
50
53

恩智川
古川

計

R３点検結果R４点検結果

374461

76

平野川分水路 49
41
45

95
73

130

権現川 1
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安威川ダム 試験湛水の状況等について

1

令和５年５月９日撮影

資料14



2安威川ダムの試験湛水状況について 2
R5.5.16

安威川ダム推進会議

■ 試験湛水の進捗（５/９時点）
・貯水位 標高 125.0    m ※ 常時満水位=99.4m

・貯水量 16,400 千m3
・貯水率 100.0 %

令和５年５月９日

令和４年９月５日（試験湛水開始直後）

ダ ム
堤 体

（撮影位置）

ダム堤体

ダム堤体

※ 最低水位90.2m以上

資料14



令和４年９月５日（試験湛水開始直後）

令和5年5月9日

3安威川ダムの試験湛水状況について 3

ダ ム
堤 体

（撮影位置）

R5.5.16
安威川ダム推進会議



4安威川ダムの試験湛水状況について 4

令和４年９月５日（試験湛水開始直後）

令和5年5月9日

ダ ム
堤 体

（撮影位置）

R5.5.16
安威川ダム推進会議



5安威川ダムの試験湛水状況について 5

■ 試験湛水の経過と今後の予定
令和４年
・ ９月 ５日 試験湛水を開始
・１０月１０日 最低水位到達 （標高 90.2m）
・１１月１７日 常時満水位到達（標高 99.4m）
令和５年
・ 5月 8日 最高水位到達 （標高 125.0m）
・ ５月１０日 貯水位を降下させる放流を開始

・ ６月中旬 最低水位まで降下し、試験湛水を完了

12/21 EL=103.5m

5/8（月）6:34
S.W.L到達



安威川ダム完成に伴う浸水想定区域図等の更新及び氾濫危険水位等の見直し 大阪府河川室計画Ｇ

「浸水想定区域図」及び「洪水リスク表示図」の更新

○概 要

・安威川ダムの完成により、神崎川・安威川流域で想定されている浸水の範囲や深さが低減するため、現在
公表している「洪水浸水想定区域図」及び「洪水リスク表示図」の更新を行う

・安威川ダム完成後に、土室川分水路のオリフィスを撤去し、安威川流域への放流量を増やし、女瀬川流域
への流量を低減させるため、同様に女瀬川の洪水浸水想定区域図等についても更新を検討する

・安威川ダムの供用開始、土室川分水路のオリフィス撤去工事後、更新した図面の公表及び浸水想定区域の

指定を予定

〇対象河川

・神崎川流域：神崎川、中島川、左門殿川、西島川、天竺川、兎川、高川、旧猪名川、糸田川、上の川

・安威川流域：安威川、正雀川、正雀川分水路、山田川、大正川、境川、三条川、新大正川、茨木川、

佐保川、勝尾寺川、川合裏川、裏川、箕川、郷之久保川、土室川分水路、下音羽川

・芥川流域 ：女瀬川

〇更新内容

・安威川ダムの完成、土室川分水路の本格供用、神崎川の河床掘削、支川の改修等の状況を計算条件に反映
してシミュレーションを実施し、以下の図面を更新

項 目 洪水リスク表示図 浸水想定区域図

確率規模 1/10、1/30、1/100、想定最大 計画規模（1/100）、想定最大

表示情報 浸水深、危険度
浸水深、（想定最大のみ⇒）浸水継
続時間、家屋倒壊等氾濫想定区域



「氾濫危険水位」及び「避難判断水位」の見直し

安威川ダム完成により、下流の安威川の「氾濫危険水位」及び「避難判断水位」の設定に用い
ている「水位上昇速度」が低下することから、安威川ダム供用開始に合わせて各水位を以下の
とおり変更する。

安威川ダム完成に伴う浸水想定区域図等の更新及び氾濫危険水位等の見直し

観測所
現行 ダム供用開始後

避難判断水位 氾濫危険水位 避難判断水位 氾濫危険水位

鶴野橋 4.10 4.50 4.40 4.90

千歳橋
（洪水予報基準点）

3.65 4.00 4.25 4.55

太田橋 2.80 3.00 3.35 3.45


